
伊勢市告示第 18 号 

 

  伊勢市岡本町財産区議会を次のとおり招集します。 

 

   平成 29 年３月 17 日 

 

                      伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

１ 招集の日時   平成 29 年３月 24 日（金）午後５時 

 

２ 招集の場所   伊勢市岡本２丁目２番 30 号 

          伊勢市岡本町財産区岡本会館２階小会議室 

 

３ 付議すべき事件 

  議案第１号 平成 29 年度伊勢市岡本町財産区予算 
  議案第２号 平成 28 年度伊勢市岡本町財産区補正予算（第１号） 
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伊勢市告示第 19 号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260 条の２第 11項の規定により、

柏町会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定により

告示します。 

 

  平成 29 年３月 24 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

 代表者の氏名及び住所 

   変更前  中 西 正 幸  

        伊勢市柏町 423 番地１ 

   変更後  森   孝 司  

        伊勢市柏町 554 番地１ 
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伊勢市告示第 20 号 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。）第 51 条の 20 第１項

及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 24 条の 28 第１項の規定によ

り、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者を指定したの

で、障害者総合支援法第 51 条の 30 第２項第１号及び児童福祉法第 24 条の

37 第１号の規定により、次のとおり告示します。 

 

  平成 29 年３月 27 日 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

記 

１ 事業者の名称及び主たる事務所の所在地 

  名称  合同会社 grateful 

  所在地 伊勢市楠部町 124 番地 8 

２ 事業所の名称及び所在地 

  名称  相談支援センター ほっと hand 

  所在地 伊勢市楠部町 124 番地８ 

３ 指定の年月日 平成 29 年４月１日 

４ 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類 

  計画相談支援 

障害児相談支援 

５ 事業の主たる対象者 

特定なし 

410 



６ 事業所番号 

  特定相談支援  2430800868 

  障害児相談支援 2470800216 
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伊勢市告示第 21 号 

 

   兼用工作物管理協定の締結について 

 

 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 20 条第１項の規定に基づき市道中村

12 号線、五十鈴公園園路及び五十鈴川右岸堤防との兼用工作物の管理の方

法について、次のとおり協議が成立しましたので、同条第６項の規定によ

り告示します。 

 なお、関係図書は、伊勢市都市整備部維持課に備え置いて一般の縦覧に

供します。 

平成 29 年３月 28 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 道路の種類及び名称 

  市道 中村 12 号線 

２ 道路の位置 

伊勢市中村町字漆シ 1342 番５地内から同市中村町字漆シ

1344 番６地内まで 

３ 他の工作物の管理者の名称及び住所 

（１）公園管理者 三重県知事 鈴木英敬 

    津市広明町 13 番地 

（２）河川管理者 三重県知事 鈴木英敬 

    津市広明町 13 番地 

４ 他の工作物の管理者が行う管理の内容 

  （１）公園管理者 
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   公園進入路の路面等専ら公園進入路の用に供される部分の新設、改

築、維持又は修繕 

（２）河川管理者 

   道路専用施設及び公園専用施設以外の河川区域内の部分の新設、

改築、維持又は修繕 

５ 管理の期間 

   平成 29 年３月８日から当該施設の存続する日まで 
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伊勢市告示第 22 号 

 

 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 416 条第１項の規定により､平成

29 年度分の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり関

係者の縦覧に供します｡ 

 

 

 平成 29 年３月 28 日 

 

 

               伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

１ 縦覧期間 

平成 29 年４月３日（月）から５月１日（月）まで（土曜日、日曜日

及び祝日を除く。）のそれぞれ午前８時 30 分から午後５時 15 分まで。

ただし、月曜日は、午前８時 30 分から午後７時までとする。 

２ 縦覧場所 

伊勢市総務部課税課 
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伊勢市告示第 23 号 

 

道路の区域変更について 

 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１項の規定により、次のように

道路の区域を変更しました。 

その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間一般

の縦覧に供します。 

 平成 29 年３月 30 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

道路の

種 類 
路線名 区  間 

新旧 

の別 

敷地の幅員 

ﾒ-ﾄﾙ 

延長 

ﾒ-ﾄﾙ 

市 道 小俣 10号線 
小俣町宮前 597 番地先から 

小俣町宮前 599 番 1 地先まで 

旧 4.3～4.9 83.8 

新 4.3 72.1 
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伊勢市告示第 24 号 

 

平成 29 年 3 月 27 日開議の市議会定例会で議決を経た平成 28 年度補正 

予算の要領は、次のとおりです。 

 

  平成 29 年３月 30 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     
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平成２８年度 伊勢市一般会計補正予算（第４号） 

 

平成２８年度 伊勢市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、１，２０２，４０４千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、５１，６１２，０９９千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 

 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の廃止及び変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の廃止及び変更は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第５条 地方債の追加、廃止及び変更は、「第５表 地方債補正」による。 
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第 ２ 表  継 続 費 補 正 

 廃 止 

款 項 事  業  名 
総 額 

(千円) 
年  度 

年割額 

(千円) 

９ 

土木費 

２ 

道路橋梁費 
道路改良事業 380,000 

平成 28年度 285,000 

平成 29年度  95,000 

５ 

都市計画費 
高向小俣線整備事業 259,987 

平成 28年度  14,931 

平成 29年度  245,056 

 

 変 更  

款 項 事  業  名 区分 
総 額 

(千円) 
年  度 

年割額 

(千円) 

10 

消防費 

１ 

消防費 
避難所等整備事業 

補正前 147,000 
平成 27年度 50,000 

平成 28年度 97,000 

補正後 145,000 
平成 27年度 50,000 

平成 28年度 95,000 

11 

教育費 

 

２ 

小学校費 

神社小学校・大湊小学校

統合校整備事業 

補正前 152,633 
平成 28年度 61,054 

平成 29年度 91,579 

補正後 121,763 
平成 28年度 41,202 

平成 29年度 80,561 

３ 

中学校費 

宮川中学校・沼木中学校 

統合校整備事業 

（平成27年度継続費） 

補正前 2,915,114 
平成 27年度 778,979 

平成 28年度 2,136,135 

補正後 2,905,114 
平成 27年度 778,979 

平成 28年度 2,126,135 
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第 ３ 表  繰 越 明 許 費 補 正 

 追 加 

款 項 事  業  名  金 額 (千円) 

２ 

総務費 

３ 

戸籍住民基本 

台帳費 

戸籍住民基本台帳事務一般経費 ９，９６４ 

４ 

衛生費 

１ 

保健衛生費 

水道事業出資金 ５２，８００ 

病院事業出資金 １，３４１，０００ 

６ 

農林水産業費 

１ 

農業費 

土地改良事業補助金 １，３５０ 

県営事業負担金 ６３，９３１ 

農道整備事業 ２０，８００ 

排水機維持管理経費 １，０８０ 

７ 

商工費 

１ 

商工費 
ものづくり推進事業 １，４００ 

８ 

観光費 

１ 

観光費 
観光情報発信事業 ６，０７２ 

９ 

土木費 

２ 

道路橋梁費 
道路新設改良事業 ４９，２０５ 

４ 

港湾海岸費 
港湾海岸事業 ７，１００ 

５ 

都市計画費 
街路整備事業 ３，９００ 

６ 

住宅費 
住宅対策事業 ７，０５７ 

１１ 

教育費 

２ 

小学校費 
神社小学校・大湊小学校統合校整備事業 ２８９，９６７ 

３ 

中学校費 
中学校整備事業 ５９，９９８ 

１２ 

災害復旧費 

２ 

公共土木施設災

害復旧費 

河川災害復旧事業 ３，１００ 
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変 更 

款 項 事  業  名 区 分 金額(千円) 

３ 

民生費 

１ 

社会福祉費 
おひさま児童園整備事業 

補正前 ２９，１８２ 

補正後 ３５，０００ 

６ 

農林水産業費 

３ 

水産業費 
水産物供給基盤機能保全事業 

補正前 ６０，０００ 

補正後 ６６，０００ 

９ 

土木費 

６ 

住宅費 
住宅等整備事業 

補正前 ３７，９７３ 

補正後 ４６，５９２ 

 

第 ４ 表  債務負担行為補正 

廃 止 

事    項 期       間     限  度  額   (千円) 

業 務 継 続 管 理 推 進 支 援 

業 務 委 託 

自 平成２９年度 
 

至 平成２９年度 
５，０００  

 

変 更 

事    項 

補   正   前 補   正   後 

期    間 
限 度 額 
(千円) 

期    間 
限 度 額 
(千円) 

本庁舎改修に伴う仮事務所 

空 調 機 設 置 経 費 

自 平成２８年度 
 

至 平成３０年度 
16,200  

自 平成２８年度 
 

至 平成３０年度 
14,022 

戸籍システム更新業務委託 

自 平成２８年度 
 

至 平成２９年度 
83,900  

自 平成２８年度 
 

至 平成２９年度 
36,886 
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事    項 

補   正   前 補   正   後 

期    間 
限 度 額 
(千円) 

期    間 
限 度 額 
(千円) 

健 幸 ポ イ ン ト 事 業 

自 平成２８年度 
 

至 平成３０年度 
30,240  

自 平成２８年度 
 

至 平成３０年度 
23,533 

観光客実態調査業務委託 

（平成28年度債務負担行為） 

自 平成２８年度 
 

至 平成２９年度 
5,456  

自 平成２８年度 
 

至 平成２９年度 
4,029 

立地適正化計画策定業務委託 

自 平成２９年度 
 

至 平成２９年度 
3,500 

自 平成２９年度 
 

至 平成２９年度 
2,495 

フットボールヴィレッジ 

整 備 事 業 

自 平成２９年度 
 

至 平成２９年度 
91,129  

自 平成２９年度 
 

至 平成２９年度 
79,060 
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第 ５ 表  地 方 債 補 正 

追 加 

起 債 の 目 的 
限度額 

(千円) 
起債の方法 利率 償還の方法 

学校教育施設等整備事業債 20,700 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

 

５．０％以内 
 
(ただし、利率見

直し方式で借り

入れる政府資金

及び地方公共団

体金融機構資金

について、利率

の見直しを行っ

た後においては

当該見直し後の

利率） 
 

 

政府資金･特定資

金、地方公共団体

金融機構資金に

ついてはその融

通条件により、銀

行その他の場合

にはその債権者

との協定による

ものとする。 

ただし、市財政

の都合により据

置期間及び償還

期限を短縮し、

又は繰上償還も

しくは低利に借

換えすることが

できる｡ 

 

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 331,200 

 

 

廃 止 

起 債 の 目 的     限  度  額  (千円) 

土 地 改 良 事 業 債 ２３，７００  

河 川 等 整 備 事 業 債 ４５，９００  

公 営 住 宅 整 備 事 業 債 ４９，５００  

 

変 更 

起 債 の 目 的  
 限 度 額 (千円) 

補 正 前 補 正 後 

市 町 村 合 併 特 例 事 業 債 ５，５６８，７００ ４，９１８，２００ 

臨 時 財 政 対 策 債 １，８７０，０００ １，８４５，０００ 
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平成２８年度 伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２８年度 伊勢市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、１９９，８１７千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１５，４９９，６８１千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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第　  

92 27,086

 

賦課徴収費

1

 2 9,277,46

2

6 263,350 9,

,

540,816

7

保険給付費

 

6

1 8,163,618

8

165,000 8,3

,

28,618

0

療養諸費

 2 1

歳

0

,051,100 11

6

0,350 1,161

△

,450

1

高額療養費

 3 34

5

8 0 348

1

移送費

 4 50,

,

400 △10,000

7

40,400

8

出産育児諸費

 

8

5 12,000 △2,

 

2

000 10,000

,

葬祭諸費

6

 3 1,668,40

1

7 △4,967 1,6

6

63,440

,

後期高齢者支援金

2

等
 1

1

1,668,407 △

8

4,967 1,663,440

出

後期高齢者支援金
等

 4 837 366 1,203前期高齢者納付金
等

国

 1 837 366 1

民

,203

健

前期高齢者納付金

康

等

 6 66

保

9,970 △36,2

 

険

05 633,765

料

介護納付金

 1 669,970

 

△36,205 633

2

,765

4

介護納付金

 7 3,

4

613,655 △39

7

8,322 3,215

△

,333

2

共同事業拠出金

 1

予

7

3,613,655 △

4

398,322 3,2

2

15,333

0

共同事業拠出金

 8 195,420 △16,892 178,528保健事業費

 1 174,643 △13,531 161,112

 

国

特定健康診査

民

等事
業費

健

 2 20,777 △

康

3,361 17,41

保

6保健事

険

業費

歳

税

　　　出　　　合　　　計 15,699,4

 

98 △199,817

1

15,499,681

算

447 △27 420

 

国民健康保

補

険税

 3 3,133

１  

,711 69,363

正

3,203,074国庫支出金

 1 2,376,273 42,314 2,418,587国庫負担金

 2 757,438 27,049 784,487国庫補

　

助金

 4 294,258 120,652 4

１

14,910

　

療養給付費等交付

歳

金
 1

　

294,258 120

入

,652 414,91

（

0療養給

単

付費等交付

位

金

 5 3,724

表

：

,203 3,985 3

千

,728,188

円

前期高齢者交

）

付金

 1 3,724

款

,203 3,985 3

項

,728,188

補

前期高齢者交

正

付金

 6 750,3

前

83 9,900 760

の

,283

　

額

県支出金

 1 114

補

,166 △2,786

 

111,380

 

県負担金

 2

正

636,217 12,

 

686 648,903

 

県補助金

額

 7 3,510,4

計

23 △386,595

 

3,123,828

　

1

共同事業交

2

付金

 1 3,510

,

,423 △386,5

7

95 3,123,82

6

8共同事

8

業交付金

 9 1,4

,

69,974 61,2

0

81 1,531,25

0

5繰入金

6

 1 869,974

歳

△

61,281 931,

1

255他

5

会計繰入金

10 27

1

,534 72,522

,

100,056

7

繰越金

 1 2

8

7,534 72,52

8

2 100,056

2

繰越金

11

,

20,191 890 2

 

6

1,081

1

諸収入

 3 15,

6

621 890 16,5

,

11雑入

2

歳　　

1

　入　　　合　　　計

8

15,699,498 △199,817 15,499,681

２　

入

歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補  正  額 計

 1 178国 ,111 △7,147民 170,964健 総務費

 1 1

康

49,992 △7,0

保

55 142,937

険

総務管理費

料

 2 27,178 △
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平成２８年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２８年度 伊勢市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、２０，３１２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、２，９０２，１４８千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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第　  

険料
 

歳

1 1,200,086

 

△20,101 1,1

出

79,985

 

後期高齢者医療保

予

険料

 

 

2 1,679,429

算

△25,386 1,6

 

54,043

補

繰入金

 1 1,

１  

679,429 △25

正

,386 1,654,043一般会計繰入金

 3 10 42,917 42,927繰越金

 1 10 42,917 42,927繰越金

 4 2,311 22,8

　

82 25,193諸収入

 1

１

1 221 222

　

延滞金、加算金

歳

及
び過料

　

 2 2,310 22

入

,661 24,971

（

雑入

単

歳　　　入

位

　　　合　　　計 2,

表

：

881,836 20,

千

312 2,902,1

円

48

） ２　歳　出 （単位

款

：千円）

款 項 補正前の項 額 補  正  額 計

 

補

1 51,783 △1,

正

790 49,993

前

総務費

 

の

1 46,370 △74

　

額

6 45,624

補

総務管理費

 

 

2 5,413 △1,0

 

44 4,369

正

徴収費

 2 2

 

,826,728 △3

 

,099 2,823,

額

629後

計

期高齢者医療広

 

域連合納付金

　

1

 1 2,826,72

1

8 △3,099 2,8

,

23,629

2

後期高齢者医療広

0

域連合納

0

付金

 4 2,320

,

25,201 27,5

0

21諸支

8

出金

 1 2,320

6

25,201 27,5

歳

△

21償還

2

金及び還付加

0

算金

,

歳　　　出　　　合

1

　　　計 2,881,

0

836 20,312 2

1

,902,148

1,1

 

79,985

入

後期高齢者医療保
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平成２８年度 伊勢市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

平成２８年度 伊勢市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、１１８，２１９千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１２，８５２，９９３千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 
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第　  

0

050,750

,

介護サービス等

5

諸
費

 

1

3 196,283 △1

8

0,810 185,4

5

73地域

,

支援事業費

 1 19

6

6,283 △10,8

6

10 185,473

8

地域支援事

歳

2

業費

 4 500 19

,

4,186 194,6

6

86基金

1

積立金

 1 500 1

6

94,186 194,

,

686基

1

金積立金

8

歳　　　出　　　合

6

　　　計 12,971,212 △118,2

 

19 12,852,993

介護保険料

出

 2 3,161,2

 

41 △311,657

予

2,849,584

 

国庫支出金

算

 1 2,469,3

 

08 △292,797

補

2,176,511

１  

国庫負担金

正

 2 691,933 △18,860 673,073国庫補助金

 3 3,470,831 △151,893 3,318,938支払基金交付金

 1 3,470,831 △

　

151,893 3,318,938

１

支払基金交付金

　

 4 1,620,60

歳

5 162,825 1,

　

783,430

入

県支出金

 1

（

1,583,302 1

単

64,861 1,74

位

8,163

表

：

県負担金

 2 37

千

,303 △2,036

円

35,267

）

県補助金

 5 5

款

00 △300 200

項

財産収入

補

 1 500 △300 2

正

00財産

前

運用収入

 6 2,0

の

30,154 △175

　

額

,589 1,854,

補

565繰

 

入金

 1 1,898

 

,813 △44,24

正

8 1,854,565

 

一般会計

 

繰入金

 2 131,

額

341 △131,34

計

1 0基金

 

繰入金

 7 77,3

　

1

58 350,934 4

2

28,292

,

繰越金

 1 77

6

,358 350,93

1

4 428,292

0

繰越金

 8

,

5 1,793 1,79

5

8諸収入

1

 1 1 769 770

8

延滞金、

歳

5

加算金及

,

び過料

 2 1 59 6

6

0預金利

6

子

 3 3 965 96

8

8雑入

2

歳　　　

,

入　　　合　　　計 1

6

2,971,212 △

1

118,219 12,

6

852,993

 

,

２　歳

1

　出 （単位：千円）

款

8

項 補正前の額 補  正

6

  額 計

 1 293,557 △5,804 287,753総務費

 1 146,538 △3,071 143,467総務管理費

入

保

 3 131,687 △

険

2,733 128,9

料

54介護認定諸費

 2 12,

 

346,541 △29

1

5,791 12,05

2

0,750

,

保険給付費

 1 1

6

2,346,541 △

1

295,791 12,
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第 ２ 表  債務負担行為補正 

変 更 

事    項 

補   正   前 補   正   後 

期    間 
限 度 額 
(千円) 

期    間 
限 度 額 
(千円) 

第 ８ 次 老 人 福 祉 計 画 

・第７期介護保険事業計画 

策 定 業 務 委 託 

自 平成２９年度 
 

至 平成２９年度 
4,266 

自 平成２９年度 
 

至 平成２９年度 
4,018 
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平成２８年度  伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計  

補正予算（第１号） 

 

平成２８年度 伊勢市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、２，１４４千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、８，０９８千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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第　  

,555

歳

事業収入

 2 716

 

△14 702

出

県支出金

 1 7

 

16 △14 702

予

県補助金

 

 

3 25 △10 15

算

財産収入

 

 

1 25 △10 15

補

財産運用収入

１  

 4 100 726 8

正

26繰越金

 1 100 726 826繰越金

歳　　　入　　　合　　　計 5,954 2,144 8,098

２　歳　出 （単位：千円）

款

　

項 補正前の額 補  正  額 計

 1 2,56

１

7 2,144 4,71

　

1総務費

歳

 1 2,567 2,

　

144 4,711

入

総務管理費

（

歳　　　

単

出　　　合　　　計 5

位

,954 2,144 8

表

：

,098

千円）

款 項 補正前の

　

額 補  正  額 計

 

　

1 5,113 1,44

歳

2 6,555

 

事業収入

 1 5

入

,113 1,442 6
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平成２８年度  伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第２号） 

 

平成２８年度 伊勢市の観光交通対策特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、７６，４０１千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、６７９，５２２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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第　  

0 61,000 530

歳

,000

 

事業収入

 2 134

出

,000 9,302 1

 

43,302

予

繰越金

 1 13

 

4,000 9,302

算

143,302

 

繰越金

 3 1

補

11 △41 70

１  

財産収入

 1

正

111 △41 70財産運用収入

 4 10 6,140 6,150諸収入

 1 10 6,140 6,150雑入

歳　　　入　　　合　　　計 603

　

,121 76,401 679,522

１ ２　歳　 　出 （単位：千円）

款

歳

項 補正前の額 補  正

　

  額 計

 1 603,

入

096 76,401 6

（

79,497

単

観光交通対策事業

位

費
 1

表

：

603,096 76,

千

401 679,497

円

管理費

）

歳　　　

款

出　　　合　　　計 6

項

03,121 76,4

補

01 679,522

正前の

　

額 補  正  額 計

 

　

1 469,000 61

歳

,000 530,00

 

0事業収

入

入

 1 469,00
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平成２８年度  伊勢市土地取得特別会計補正予算（第２号）  

 

平成２８年度 伊勢市の土地取得特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、１，１９２，２２０千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、６１９，５９４千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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第　  

225 5,723

歳

財産運用収入

 

 2 381,303

出

△48,702 332

 

,601

予

財産売払収入

 2 1

 

,425,011 △1

算

,155,782 26

 

9,229

補

繰入金

 1 1,4

１  

25,011 △1,1

正

55,782 269,229基金繰入金

 4 1 12,039 12,040諸収入

 1 1 12,039 12,040雑入

歳　　　入　　　合　

　

　　計 1,811,814 △1,192,2

１

20 619,594

　 ２歳 　歳　出 （単位：千円　 ）

款 項 補正前の額 補 

入

 正  額 計

 1 1,

（

811,814 △1,

単

192,220 619

位

,594

表

：

用地取得事業費

 1

千

382,407 △32

円

,042 350,36

）

5管理費

款

 2 1,429,4

項

07 △1,160,1

補

78 269,229

正

事業費

前

歳　　　出

の

　　　合　　　計 1,

　

額

811,814 △1,

補

192,220 619

 

,594

 正  額 計

 

　

1 386,801 △4

歳

8,477 338,3

 

24財産

入

収入

 1 5,498
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平 成 28 年 度 伊 勢 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 （第３号）

（総　　則）

第１条　平成28年度伊勢市病院事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

既決予定量 計

入　　　院 74,095人 68,871人

（２）　年　間　患　者　数 外　　　来 126,360人 126,582人

健診・ドック 13,531人 13,663人

入　　　院 203人 189人

（３）　１ 日 平 均 患 者 数 外　　　来 520人 521人

健診・ドック 46人 47人

（４）　主要な建設改良事業の概要

　　ア　　新　病　院　建　設　事　業

（収益的収入及び支出）

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（単位：千円）

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

款　　　　　　　　　　　項 既決予定額 計

第１款　　病　院　事　業　収　益 6,582,402 6,303,167

　第１項　　医　　業　　収　　益 5,346,216 4,863,752

　第２項　　健　　診　　収　　益 295,894 305,699

　第３項　　医　業　外  収　  益 940,192 1,133,616

（単位：千円）

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

款　　　　　　　　　　　項 既決予定額 計

第１款　　病　院　事　業　費　用 6,616,147 6,336,100

　第１項　　医　　業　　費　　用 6,267,358 5,997,402

　第２項　　健　　診　　費　　用 167,107 161,667

　第３項　　医　業　外　費　　用 180,582 175,931

（資本的収入及び支出）

第４条　予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入

　額が資本的支出額に対し不足する額 212,583 千円は、当年度分損益勘定留保資金等 212,583 

　千円で補塡するものとする。） （単位：千円）

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

款　　　　　　　　　　　項 既決予定額 計

第１款　　資　 本　 的　 収　 入 7,051,144 7,174,329

　第１項　　負　　　　 担　　　　 金 128,824 133,024

　第２項　　企　　　　 業　　　　 債 4,863,500 4,820,500

1人

△ 43,000

4,200

9,805

項　　　　　　　　　　　目 補正予定量

6,780,220 千円 △ 57,413 千円

△ 5,224人

222人

132人

△ 14人

1人

6,722,807 千円

補正予定額

補正予定額

△ 279,235

△ 482,464

193,424

補正予定額

△ 280,047

△ 269,956

△ 5,440

△ 4,651

123,185
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　第３項　　寄　　　　 附　　　　 金 3,000 170,925

　第４項　　出　　　　 資　　　　 金 1,587,800 1,573,400

　第５項　　基　　金　　繰 　入 　金 60,280 64,480

　第６項　　投　　資　　償 　還 　金 2,040 6,300

（単位：千円）

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

款　　　　　　　　　　　項 既決予定額 計

第１款　　資　 本　 的　 支　 出 7,268,158 7,386,912

　第１項　　建　　設　　改　 良　 費 6,966,219 6,902,110

　第４項　　基　　金　　積　 立　 金 63,280 246,143

（企業債）

第５条　予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 （単位：千円）

既決限度額 計

4,763,500 4,720,500

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条　予算第９条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 （単位：千円）

項　　　　　　　　　　　目 既決予定額 計

（１）職　　 員 　　給 　　与 　　費 3,880,881 3,816,476

（他会計からの補助金）

第７条　予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

（単位：千円）

項　　　　　　　　　　　目 既決予定額 計

（１）病院群輪番制病院運営費補助金 4,315 4,368

（２）経営改善のための補助金 350,000 530,000

（たな卸資産購入限度額）

第８条　予算第11条に定めたたな卸資産購入限度額を次のとおり補正する。 （単位：千円）

項　　　　　　　　　　　目 既決予定額 計

1,416,098 1,160,722

4,260

167,925

4,200

補正予定額

118,754

△ 64,109

△ 43,000新　　病　　院　　建　　設　　事　　業

182,863

補正予定額

起　　　 債　　　 の　　　 目　　　 的 補正限度額

△ 64,405

△ 14,400

補正予定額

補正予定額

た　な　卸　資　産　購　入　限　度　額

53

180,000

△ 255,376
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平 成 ２８ 年 度    伊 勢 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 

 

（総 則） 

第１条 平成２８年度伊勢市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに 

よる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 平成２８年度伊勢市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務

の予定量を次のとおり補正する。 

項    目 既決予定量 補正予定量 計 

（１）給 水 戸 数 55,964戸 242戸 56,206戸 

（２）総 給 水 量 16,154千㎥ 209千㎥ 16,363千㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量 44,256㎥ 575㎥ 44,831㎥ 

（４）主要な建設改良事業の概要 

イ 送 配 水 管 ・ 施 設 新 設 及 び 更 新 事 業 

オ 簡易水道施設新設・更新事業 

 

1,286,617千円 

89,750千円 

 

△34,352千円 

△65,554千円 

 

1,252,265千円 

24,196千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（単位  千円） 

収              入 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 水 道 事 業 収 益 2,812,243 79,985 2,892,228 

第１項 営 業 収 益 2,540,568 58,474 2,599,042 

第２項 営 業 外 収 益 269,398 19,192 288,590 

第３項 簡 易 水 道 収 益 2,277 △33 2,244 

第４項 特  別  利  益 0 2,352 2,352 

 

（単位  千円） 

支              出 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 水 道 事 業 費 用 2,446,426 11,908 2,458,334 

第１項 営 業 費 用 2,276,668 13,662 2,290,330 

第２項 営 業 外 費 用 153,055 △1,754 151,301 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「1,666,368千円」を「1,604,059千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。 

（単位  千円） 

収              入 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 資 本 的 収 入 518,583 △37,597 480,986 

 第１項 企 業 債 251,800 △75,900 175,900 

第２項 負 担 金 213,983 38,303 252,286 

 

（単位  千円） 

支              出 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 資 本 的 支 出 2,184,951 △99,906 2,085,045 

第１項 建 設 改 良 費 1,863,560 △99,906 1,763,654 

 

（企業債） 

第５条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

                              （単位  千円） 

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 限 度 額 

上 水 道 事 業        176,200        175,900 

簡易 水道事 業  75,600  0  

 

（他会計からの補助金） 

第６条 予算第９条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正す

る。 

（単位 千円） 

項    目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

一般会計から補助を受ける

金額 
    27,540     △204    27,336 

 

 

 

 

441 



 

平 成 ２８ 年 度    伊 勢 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 

 

（総 則） 

第１条 平成２８年度伊勢市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 平成２８年度伊勢市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業

務の予定量を次のとおり補正する。 

項    目 既決予定量 補正予定量 計 

（１）排 水 戸 数 21,994戸 84戸 22,078戸 

（２）総 排 水 量 6,272千㎥ 18千㎥ 6,290千㎥ 

（３）一 日 平 均 排 水 量 17,184㎥ 50㎥ 17,234㎥ 

（４）主要な建設改良事業の概要 

ア 汚水管渠敷設事業 

 

2,667,122千円 

 

56,200千円 

 

2,723,322千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（単位  千円） 

収              入 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 下水道事業収益 4,123,169 △220,024 3,903,145 

第１項 営 業 収 益 1,300,533 16,840 1,317,373 

第２項 営業外収益 2,373,308 53,887 2,427,195 

第３項 特 別 利 益 449,328 △290,751 158,577 

（単位  千円） 

支              出 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 下水道事業費用 3,958,689 △428,928 3,529,761 

第１項 営 業 費 用 2,684,781 34,165 2,718,946 

第２項 営業外費用 599,187 △24,562 574,625 

第３項 特 別 損 失 664,721 △438,531 226,190 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

「1,412,183千円」を「1,383,319千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。 

（単位  千円） 

収             入 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 資 本 的 収 入  3,169,887 96,928 3,266,815 

第１項 企 業 債    2,022,000 △66,600 1,955,400 

第２項 負 担 金 275,387 30,428 305,815 

第３項 国庫補助金 872,500 133,100 1,005,600 

（単位  千円） 

支              出 

款      項 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

第１款 資 本 的 支 出 4,582,070 68,064 4,650,134 

第１項 建設改良費 3,369,124 68,064 3,437,188 

 

（企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

（単位  千円） 

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 限 度 額 

流域関連公共下水道事業 1,687,500 1,608,200 

流 域 下 水 道 事 業 334,500 347,200 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（単位  千円） 

項   目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

（１）職 員 給 与 費 287,203 7,616 294,819 
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（他会計からの補助金） 

第７条 予算第１０条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正

する。 

（単位  千円） 

項   目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

一般会計から補助を受ける 

金額 
579,395 8,578 587,973 
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伊勢市告示第 25 号 

 

平成 29 年３月 27 日開議の市議会定例会で議決を経た平成 29 年度当初 

予算の要領は、次のとおりです。 

 

  平成 29 年３月 30 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     
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平成２９年度 伊勢市一般会計予算 

 

平成２９年度 伊勢市の一般会計の予算は、次に定めるところによる｡ 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５１，９１４，５７６千円と定め

る｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による｡ 

 

（継続費） 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額

は、｢第２表 継続費｣による｡ 

 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、｢第３表 債務負担行為｣による｡ 

 

（地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、｢第４表 地方債｣による｡ 

 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、４，０００，０００千円と定める｡ 
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（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用 
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 5 23,00

予

0入湯税

 

 

6 1,396,000

算

都市計画税

 2 319,001地方譲与税

 

１

1 104,000地方揮発油譲与税

 2 215,000自動車重量譲与税

 3 1地方道路譲与税

 3

１

12,000

　

利子割交付金

 1 1

歳

2,000利

　

子割交付金

 4 78

　

入

,000配当

（

割交付金

 1 78,

単

000配当割

位

交付金

 5 55,0

：

00株式等譲

千

渡所得割交付金

 1

円

55,000

）

株式等譲渡所得割交付

款

金

 6 1,896,

項

000地方消

表

金

費税交付金

 1 1,

　

896,000

　

地方消費税交付金

　

 7 15,000

　

ゴルフ場利用税交

額

付金

 1 15,00

 

0ゴルフ場利

1

用税交付金

 8 95

1

,000自動

6

車取得税交付金

 1

　

,

95,000

4

自動車取得税交付金

4

 9 80,000

0

国有提供施設等所

,

在市町村助成

0

交付金
 1 80,0

0

00国有提供

0

施設等所在市町村助成
交付金

10 71,000

　

地方特例交付金

 1 71,000

市

地方特例交付金

11

税

9,770,000地方交付税

 

 

1 9,770,000

1

地方交付税

7

12 19,000

,

交通安全対策特別

2

交付金

歳

0

（単位：

4

千円）

款 項 金　　　　

,

額

 1 19,000

0

交通安全対策特

0

別交付金

13 9070 ,687分担金及び負担金

 1 907,687負担金

14 365,386使用料

 

市

及び手数料

 1 30

民

7,531使

税

用料

 2 57,855手数料

1

 

5 6,375,401

2

国庫支出金

6

 1 5,199,46

,

3国庫負担金

7

 2 1,134,7

1

35国庫補助

入

5

金

 3 41,203

,

委託金

16

7

3,075,729

9

県支出金

 1

6

1,935,190県負担金

 2 939,178県補助金

 3 201,361委

固

託金

17 59,52
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歳

費

13 5,515,988公債費

 

 

1 5,515,988

2

公債費

14

4

2諸支出金

5

 1 2普通財

4

産取得費

15 50,

,

000予備費

1

 1 50,000

6

予備費

　

3

歳　　　　出　　　　合　

徴

　　　計 51,914

税

,576

費

 

出

3 325,290

（

戸籍住民基本台帳

単

費

 4 161,97

位

9選挙費

 

：

5 18,240

千

統計調査費

 6 3

円

2,477監

）

査委員費

 3 18,

款

443,568

項

民生費

 1 4,7

金

79,282

　

社会福祉費

 2 4,

　

097,548

　

老人福祉費

 3 7

　

,260,819

額

児童福祉費

 4

 

2,216,461

1

生活保護費

 

3

5 72,276

6

人権政策費

 6 1

1

7,182国

,

民年金事務費

 4 5

2

,517,460

2

衛生費

 1 3,

3

792,790保健衛生費

 2 1,724,670清掃費

 5 59,493労働

議

費

 1 59,493

会

労働諸費

 

費

6 1,193,993農林水産業費

 

 1 1,074,0

1

32農業費

3

 2 53,388

6

林業費

 3 66

1

,573水産

,

業費

 7 401,4

2

12商工費

2

 1 401,412

3

商工費

 8 615,657観光費

 1 615,657観光費

 9 5,397,4

議

34土木費

会

 1 313,876

費

土木管理費

（単位

 

：千円）

款 項 金　　　

2

　額

 2 1,247,

6

655道路橋

,

梁費

 3 842,7

1

11河川費

7  4 20,7076 港湾海岸費

 5

,

2,673,775

4

都市計画費

 

3

6 298,710

4

住宅費

10 2,915,998消防費

 1 2,915,998消防費

11 5,26

総

5,878教

務

育費

 1 1,010

費

,060教育

２

総務費

 2 673,

 

311小学校

1

費

 3 1,656,

5

324中学校

,

費

 4 131,29

1

2幼稚園費

8

 5 532,717

4

社会教育費

 

,

6 1,262,174

2

保健体育費

　

8

12 36災害

5

復旧費

 1 9農林水産業施設災害復旧費

 2 15公共土木施設災害復旧費

 3 9

総

文教施設災害復旧費

務

 4 3その

管

他公共施設・公用施設

理

災害
復旧費
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第 ２ 表  継 続 費 

  

款 項 事  業  名 総 額(千円) 年  度 年割額(千円) 

２ 

総務費 

１ 

総務管理費 
本庁舎改修事業 1,788,944 

平成 29年度 796,792 

平成 30年度 992,152 

１１ 

教育費 

３ 

中学校費 

豊浜中学校・北浜中学

校統合校整備事業 
3,957,878 

平成 29年度 1,187,365 

平成 30年度 2,770,513 

 

第 ３ 表  債 務 負 担 行 為 

 

事    項 期       間 限    度    額 

市 税 等 各 種 帳 票 及 び 

資料情報等作成業務委託 

（平成29年度債務負担行為） 

自 平成３０年 ４月 １日 
 

至 平成３５年 ３月３１日 
４６１，９８２千円 

本 庁 舎 改 修 に 伴 う 

庁 用 備 品 購 入 経 費 

自 平成２９年 ４月 １日 
 

至 平成３１年 ３月３１日 
１８９，０００千円 

住民票交付等窓口業務委託 

に 係 る 経 費 

（平成29年度債務負担行為） 

自 平成３０年 ４月 １日 
 

至 平成３３年 ３月３１日 
１６２，６９７ 千円 

コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 

収 納 代 行 業 務 委 託 

（平成29年度債務負担行為） 

自 平成２９年 ４月 １日 
 

至 平成３６年 ３月３１日 
４６，５５９千円 

高 齢 者 福 祉 シ ス テ ム 

導 入 業 務 委 託 

自 平成２９年 ４月 １日 
 

至 平成３１年 ３月３１日 
８，５５３千円 
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事    項 期       間 限    度    額 

観光客実態調査業務委託 

（平成29年度債務負担行為） 

自 平成２９年 ４月 １日 
 

至 平成３１年 ３月３１日 
５，１８４千円 

防災気象情報提供業務委託 

(平成29年度債務負担行為) 

自 平成２９年 ４月 １日 
 

至 平成３３年 ３月３１日 
６，５６４千円 

緊急連絡メール配信業務委託 

（平成29年度債務負担行為） 

自 平成２９年 ４月 １日 
 

至 平成３５年 ３月３１日 
１０，１１４千円 

豊浜中学校・北浜中学校 

統 合 校 整 備 事 業 

自 平成２９年 ４月 １日 
 

至 平成３１年 ３月３１日 
２６０，０００千円 
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第 ４ 表  地 方 債 

 

起 債 の 目 的 
限 度 額 

(千円) 

起 債 の 

方 法 
利   率 償 還 の 方 法 

市 町 村 合 併 

特 例 事 業 債 
3,964,900 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

 

 

５．０％以内 
 
(ただし、利率見直し

方式で借り入れる政

府資金及び地方公

共団体金融機構資

金について、利率の

見直しを行った後に

おいては当該見直し

後の利率） 

 

 

政府資金･特定資

金、地方公共団体

金融機構資金につ

いてはその融通条

件により、銀行その

他の場合にはその

債権者との協定に

よるものとする。 

ただし、市財政の

都合により据置期

間及び償還期限を

短縮し、又は繰上

償還もしくは低利

に借換えすること

ができる｡ 

水 道 事 業 出 資 債 25,000 

清 掃 運 搬 施 設 

整 備 事 業 債 
9,400 

土 地 改 良 事 業 債 16,800 

農道・農業用排水路 

整 備 事 業 債 
49,400 

漁 港 整 備 事 業 債 11,200 

河川等整備事業債 70,500 

街 路 整 備 事 業 債 20,700 

公営住宅整備事業債 43,600 

学 校 教 育 施 設 等 

整 備 事 業 債 
761,900 

緊急防災・減災事業債 80,500 

臨 時 財 政 対 策 債 1,900,000 
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平成２９年度 伊勢市国民健康保険特別会計予算 

 

平成２９年度 伊勢市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る｡ 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １５，５５５，７４７千円と定

める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による｡ 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、１，５００，０００千円と定める｡ 
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第　  

7 3,306,079

国

共同事業拠出

民

金

 1 3,306,

健

079共同事

康

業拠出金

 8 193

保

,363保健

険

事業費

 1 172,

税

805特定健康診査等事業費

 2

 

20,558

歳

1

保健事業費

 9 26

3

2公債費

 

4

1 262公債

9

費

10 9,953諸支出金

 1 9,741償還金及び還付加算金

 2 212基

国

金積立金

11 40,

民

000予備費

 

健

 1 40,000

康

予備費

保

歳　　　　出　　

険

　　合　　　　計 15

税

,555,747

 3 3,

出

085,041

 

国庫支出金

 1 2

予

,316,122

 

国庫負担金

 2

算

768,919国庫補助金

 4 261,385

１

療養給付費等交付金

 1 261,385療養給付費等交付金

 5 4,115,996前期高齢者交付金

 1 4

１

,115,996

　

前期高齢者交付金

歳

 6 733,463

　

県支出金

 

　

入

1 114,163

（

県負担金

 2 6

単

19,300

位

県補助金

 7 3,2

：

12,100

千

共同事業交付金

 1

円

3,212,100

）

共同事業交付金

款

 8 212

項

財産収入

 1 212

表

金

財産運用収入

　

 9 1,305,2

　

75繰入金

　

 1 905,275

　

他会計繰入金

額

 2 400,000

 

基金繰入金

1

1

0 1繰越金

2

 1 1繰越金

,

11 20,191

　

8

諸収入

 1 4

2

,560延滞

1

金、加算金及び過料

,

 2 10預金

7

利子

 3 15,62

3

1雑入

4

歳　　　　入　　　　合　　

　

　　計 15,555,

国

747

民

２　歳　出 （単位：

健

千円）

款 項 金　　　　

康

額

 1 199,555保 総務費

 1

険

171,713

料

総務管理費

 2 26,896賦

 

課徴収費

 3 404

歳

1

運営協議会費

2

 4 542

,

趣旨普及費

 2 9,

8

517,181

2

保険給付費

 1 8

1

,298,450

,

療養諸費

 2 1

7

,166,100

3

高額療養費

 3

4

311移送費

 

 4 40,320出産育児諸費

 5 12,000葬祭諸費

 3 1

国

,647,609

民

後期高齢者支援金

健

等

 1 1,647,

康

609後期高

保

齢者支援金等

 4 5

険

,941前期

入

料

高齢者納付金等

 1 5,941前

 

期高齢者納付金等

 

2

5 37老人保

3

健拠出金

 1 37

4

老人保健拠出金

9

 6 635,767介護納付金

 1 635,767介護納付金
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平成２９年度 伊勢市後期高齢者医療特別会計予算 

 

平成２９年度 伊勢市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ

る｡ 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２，９６９，６４９千円と定め

る｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による｡ 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２００，０００千円と定める｡ 
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第　  

1,744,605

歳

繰入金

 1 1

 

,744,605

出

一般会計繰入金

 

 3 10繰越

予

金

 1 10

 

繰越金

 4 2,31

算

1諸収入

 1 1延滞金、加算金及び過料

 2

１

2,310雑入

１　歳　

　

入 （単位：千円）

款

歳　　　　

項

入　　　　合　　　　

表

金

計 2,969,649

　

２　

　

歳　出 （単位：千円）

　 款 項 金　　　　額

 1

　

57,254

額

総務費

 1 52,0

 

18総務管理

1

費

 2 5,236

1

徴収費

 2 2

,

,909,070

　

2

後期高齢者医療広

2

域連合納付金

 1 2

2

,909,070

,

後期高齢者医療広

7

域連合納付金

 3 5

2

公債費

 1

3

5公債費

 4 2,320諸支出金

 1 2,320償還金及

　

び還付加算金

 5 1

後

,000予備

期

費

 1 1,000

高

予備費

齢者医療保険

歳

料

 1 1,222,

歳　　　　出

 

7

　　　　合　　　　計

2

2,969,649

3後期高

入

齢者医療保険料

 2
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平成２９年度 伊勢市介護保険特別会計予算 

 

平成２９年度 伊勢市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる｡ 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，２９９，６２０千円 

と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による｡ 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、６００，０００千円と定める｡ 
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第　  

国庫支出金

 1 2

歳

,513,705

 

国庫負担金

 2

出

762,377

 

国庫補助金

 3 3

予

,571,028

 

支払基金交付金

算

 1 3,571,028支払基金交付金

 4 1,637

１

,296県支出金

 1 1,571,066県負担金

 2 66,230県補助金

 5 500財

１

産収入

 1 500

　

財産運用収入

歳

 6 2,172,77

　

0繰入金

 

　

入

1 1,977,007

（

一般会計繰入

単

金

 2 195,76

位

3基金繰入金

：

 7 1繰越

千

金

 1 1繰

円

越金

 8 5

）

諸収入

 1 1

款

延滞金、加算金及び

項

過料

 2 1

表

金

預金利子

 3 3

　

雑入

　　　額

 1 2,

歳　　　　入　　

　

6

　　合　　　　計 13

4

,299,620

1

２　歳　

,

出 （単位：千円）

款 項

9

金　　　　額

 1 313 6,943総8 務費

 1 161,924総務管理費

 2 16,554徴収費

 3

　

138,465

保

介護認定諸費

 2

険

12,568,528

料

保険給付費

 1 12,568,5

 

28介護サー

1

ビス等諸費

 3 40

2

7,348地

,

域支援事業費

 1 4

6

07,348

歳

4

地域支援事業費

 4

1

500基金積

,

立金

 1 500

9

基金積立金

 5

3

400公債費

8

 1 400公債費

 6 4,901諸支出金

 1 4,901償還金及び還付加算

 

介

金

 7 1,000

護

予備費

 1 1

保

,000予備

険

費

料

 2 3,

入

276,0

歳

8

　　　　出　　　　合

2

　　　　計 13,299,620
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平成２９年度 伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

 

平成２９年度 伊勢市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる｡ 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ７，１６５千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による｡ 
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第　  

県補助金

 3 26

歳

財産収入

 

 

1 26財産運

出

用収入

 4 1,23

 

5繰入金

 

予

1 1,235

 

基金繰入金

 5 10

算

0繰越金

 1 100繰越金

１

１　歳　

　

入 （単位：千

歳　　

円

　　入　　　　合　　

）

　　計 7,165

款

２　歳　

項

出 （単位：千円）

款 項

表

金 金　　　　額

 1 3,

　

778総務費

　

 1 3,778

　

総務管理費

 2

　

3,387公

額

債費

 1 3,387

 

公債費

1 5,

　

112事業収

　

入

 1 5,112

歳　　　　出　　　　合　　　　計 7,1

歳

65

事業収入

 2

 

692県支出

入

金

 1 692

460 



  

平成２９年度 伊勢市観光交通対策特別会計予算 

 

平成２９年度 伊勢市の観光交通対策特別会計の予算は、次に定めるところによ

る｡ 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ５０１，１３２千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による｡ 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、１００，０００千円と定める｡ 

 

 

 

461 



第　  

,000繰越

歳

金

 3 122

 

財産収入

 1 12

出

2財産運用収

 

入

 4 10

予

諸収入

 1 10

 

雑入

算１

１　歳　

　

入 （単位：

歳　　　

千

　入　　　　合　　　

円

　計 501,132

） ２　歳

款

　出 （単位：千円）

款項 項 金　　　　額

 1 5

表

金

01,107

　

観光交通対策事業費

　

 1 501,107

　

管理費

 2 2

　

5公債費

 

額

1 25公債費

 1 49

　

6,000事

　

業収入

 1 49

歳　　　　出

6

　　　　合　　　　計

,

501,132

歳

000事業収

 

入

 2 5,000

入

繰越金

 1 5
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平成２９年度 伊勢市土地取得特別会計予算 

 

平成２９年度 伊勢市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる｡ 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １，０４６，８５０千円と定め

る｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による｡ 
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第　  

 2 979,494

歳

繰入金

 1 9

 

79,494

出

基金繰入金

 3 1

 

繰越金

 1 1

予

繰越金

 4

 

1諸収入

 

算

1 1雑入

１

１　歳　

　

入 （単位：千

歳　　　　入　　

円

　　合　　　　計 1,

）

046,850

款

２　歳　出

項

（単位：千円）

款 項 金

表

金 　　　　額

 1 1,0

　

46,850

　

用地取得事業費

 1

　

67,356

　

管理費

 2 979,

額

494事業費

 1 67

　

,354財産

　

収入

 1 5,14

歳　　　　出　　

9

　　合　　　　計 1,

歳

046,850

財産運用収入

 

 2 62,205

入

財産売払収入
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（総　　則）

第１条　平成29年度伊勢市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

項　　　　　　　　　目 予　　　　　定　　　　　量

322 床

　入　　　　院 76,650 人

　外　　　　来 127,124 人

　健診・ドック 13,663 人

　入　　　　院 210 人

　外　　　　来 521 人

　健診・ドック 47 人

（４）　主 要 な 建 設 改 良 事 業 の 概 要

　　ア　　新　病　院　建　設　事　業

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 （単位：千円）

款　　　　　　　　　　項 予　　　　　定　　　　　額

第１款    病　院　事　業　収　益 6,632,501

　第１項　　医　　　業　　　収　　　益 5,305,077

　第２項　　健　　　診　　　収　　　益 318,577

　第３項　　医　　業　　外　　収　　益 1,008,747

　第４項　　特　　　別　　　利　　　益 100

（単位：千円）

款　　　　　　　　　　　項 予　　　　　定　　　　　額

第１款　　病　院　事　業　費　用 6,914,629

　第１項　　医　　　業　　　費　　　用 6,069,251

　第２項　　健　　　診　　　費　　　用 168,893

　第３項　　医　　業　　外　　費　　用 675,385

　第４項　　特　　　別　　　損　　　失 100

　第５項　　予　　　　  備  　　　　費 1,000

平 成 29 年 度 伊 勢 市 病 院 事 業 会 計 予 算

（３）　１　日　平　均　患　者　数

（２）　年　　間　　患　　者　　数

（１）　病　　　　　床　　　　　数

4,197,250 千円

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

465 



（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額

　に対し不足する額 202,672 千円は、当年度分損益勘定留保資金等 202,672 千円で補塡するも

　のとする。） （単位：千円）

款　　　　　　　　　　　項 予　　　　　定　　　　　額

第１款　　資　　本　　的　　収　　入 4,496,843

　第１項　　負　　　　  担　　　　　金 133,743

　第２項　　企　　　　  業　　　　　債 3,049,400

　第３項　　寄　　　　　附　　　　　金 13,000

　第４項　　出　　　　　資　　　　　金 983,100

　第５項　　国　　庫　　補　　助　　金 251,000

　第６項　　基　　金　　繰　　入　　金 63,000

　第７項　　投　　資　　償　　還　　金 3,600

（単位：千円）

款　　　　　　　　　　　項 予　　　　　定　　　　　額

第１款　　資　　本　　的　　支　　出 4,699,515

　第１項　　建　　設　  改　　良　　費 4,373,942

　第２項　　企　 業　 債 　償 　還 　金 182,973

　第３項　　投　　　　　　　　　　　資 63,000

　第４項　　基　　金　　積　　立　　金 79,600

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

890,000

3,400,000

（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりとする。

（単位：千円）

起債の目的 限度額

医療器械整備事業 100,000

新病院建設事業 2,949,400

　政府資金、地方公共
団体金融機構資金につ
いては、その融通条件
により、銀行その他の
場合には、その債権者
との協定によるものと
する。
　ただし、財政の都合
により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低利
に借換えすることがで
きる。

起債の方法 利　　　率 償還の方法

事　　　　　　項 期　　間

自 平成29年度
至 平成30年度

限　　度　　額

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

新市立伊勢総合病院エネルギー供給
施設整備事業

自 平成29年度
至 平成45年度

新市立伊勢総合病院医療機器等整備
一式

証書借入

又は

証券発行

　 5.0 ％ 以内（た
だし、利率見直し方
式で借り入れる政府
資金及び地方公共団
体金融機構資金につ
いて、利率の見直し
を行った後において
は、当該見直し後の
利率）

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入
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（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

（１）医業費用

（２）健診費用

（３）医業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

  それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（単位：千円）

項         　　　　　　　目 予　　　　　定　　　　　額

（１）職　　 員 　　給　　　与　　　費 3,862,617

（２）交　　　　　　際　　　　　　　費 2,000

（他会計からの補助金）

第10条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。 （単位：千円）

項           　　　　　　　目 予　　　　　定　　　　　額

（１）病院群輪番制病院運営費補助金 4,155

（２）経営改善のための補助金 410,000

（たな卸資産購入限度額）

第11条　たな卸資産の購入限度額は 1,143,568 千円と定める。

（重要な資産の取得）

第12条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　　　　　類

器　械　備　品 ナビゲーションシステム 一　式

名　　　　　称 数　量
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平 成 ２ ９ 年 度     伊 勢 市 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

（総 則） 

第１条 平成２９年度伊勢市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

項      目 予  定  量 

（１） 給 水 戸 数 ５６，２０６ 戸 

（２） 総 給 水 量 １６，２００ 千㎥ 

（３） 一 日 平 均 給 水 量 ４４，３８３ ㎥ 

（４） 主要な建設改良事業の概要 

ア 原 水 施 設 更 新 事 業 

イ 送配水管・施設新設及び更新事業 

ウ 老 朽 管 更 新 事 業 

エ 加圧施設新設・更新事業 

オ 簡易水道施設新設・更新事業  

（単位 千円） 

５３，４６０ 

    １，０６０，１４７ 

      ３１３，３４７ 

     ２２３，５２０ 

     １９５，０００             

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。        （単位 千円） 

収            入 

款      項 予  定  額 

第 １ 款  水 道 事 業 収 益 ２，８２４，２２０ 

   第 １ 項  営 業 収 益 ２，５５０，１１４ 

   第 ２ 項  営 業 外 収 益 ２７１，９１３ 

   第 ３ 項  簡 易 水 道 収 益 ２，１９３ 

（単位 千円） 

支            出 

款      項 予  定  額 

第 １ 款  水 道 事 業 費 用 ２，５３４，６６６ 

   第 １ 項  営 業 費 用 ２，３７２，４３７ 

   第 ２ 項  営 業 外 費 用 １４６，１１２ 

   第 ３ 項  簡 易 水 道 費 用 ６，１１７ 

   第 ４ 項  予 備 費 １０，０００ 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額１，６９７，１４４千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡するものとする。）        

（単位 千円） 

収            入 

款      項 予  定  額 

 第 １ 款  資 本 的 収 入 ４８８，１８９ 

   第 １ 項  企 業 債 ２８４，７００ 

   第 ２ 項  負 担 金 １７８，４８９ 

   第 ３ 項  出 資 金 ２５，０００ 

（単位 千円） 

支            出 

款      項 予  定  額 

 第 １ 款  資 本 的 支 出 ２，１８５，３３３ 

   第 １ 項  建 設 改 良 費     １，８６７，９７４ 

   第 ２ 項  償 還 金 ３１７，３５９ 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事    項 期   間 限度額（単位 千円） 

水道事業ビジョンほか策定

業務委託 

自 平成２９年４月 １日 

至 平成３１年３月３１日 
４５，３６０ 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 
限 度 額 

（単位 千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

上水道事業 ８９，７００ 

証書借入 

又は 

証券発行 

5.0 ％ 以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる政

府資金及び地

方公共団体金

融機構資金に

ついて、利率の

見直しを行っ

た後において

は、当該見直し

後の利率） 

政府資金及び地方

公共団体金融機構

資金については、そ

の融通条件により、

銀行その他の場合

には、その債権者と

の協定によるもの

とする。 

ただし、財政の都

合により据置期間

及び償還期限を短

縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借

換えすることがで

きる。 

簡易水道事業 １９５，０００ 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 営業費用 

（２） 営業外費用 

（３） 簡易水道費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（単位 千円） 

項      目 予    定    額 

（１） 職 員 給 与 費 ３１８，１９２ 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条 水道料金軽減措置等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

２５，６７５千円である。 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、４５，０００千円と定める。 
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平 成 ２ ９ 年 度     伊 勢 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

（総 則） 

第１条 平成２９年度伊勢市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

項      目 予  定  量 

（１） 排 水 戸 数 ２３，１０８ 戸 

（２） 総 排 水 量 ６，５０２ 千㎥ 

（３） 一 日 平 均 排 水 量 １７，８１４ ㎥ 

（４） 主要な建設改良事業の概要 

ア 汚水管渠敷設事業 

イ 汚水管渠更新事業 

ウ 処理場更新事業 

エ 雨水管渠敷設事業 

オ ポンプ場更新事業 

（単位 千円） 

２，６６６，７８４ 

   ７０，０００ 

       ４５，０００ 

       ４８，４６４ 

       ６６，８１９ 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。        （単位 千円） 

収            入 

款      項 予  定  額 

第 １ 款  下 水 道 事 業 収 益 ３，７１８，３４１ 

   第 １ 項  営 業 収 益 １，３２２，４７１ 

   第 ２ 項  営 業 外 収 益 ２，３９５，８７０ 

（単位 千円） 

支            出 

款      項 予  定  額 

第 １ 款  下 水 道 事 業 費 用 ３，４４１，０３９ 

   第 １ 項  営 業 費 用 ２，８５２，９６７ 

   第 ２ 項  営 業 外 費 用 ５７８，０７２ 

第 ３ 項  予 備 費        １０，０００ 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額１，４２９，４０４千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡するものとす

る。）                                 （単位 千円） 

収            入 

款      項 予  定  額 

 第 １ 款  資 本 的 収 入 ３，３００，０８５ 

   第 １ 項  企 業 債 ２，０５１，６００ 

   第 ２ 項  負 担 金 ２５８，４８５ 

   第 ３ 項  国 庫 補 助 金       ９９０，０００ 
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（単位 千円） 

支            出 

款      項 予  定  額 

 第 １ 款  資 本 的 支 出 ４，７２９，４８９ 

   第 １ 項  建 設 改 良 費     ３，４５４，６６７ 

   第 ２ 項  企 業 債 償 還 金     １，２７１，４７２ 

   第 ３ 項  受 益 者 負 担 金 返 還 金 ５５０ 

   第 ４ 項  諸 支 出 金 ２，８００ 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事    項 期   間 限度額（単位 千円） 

平成２９年度水洗便所等改造資金

融資あっせんに伴う利子補給金 

自 平成３０年４月 １日 

至 平成３５年３月３１日 
１４１ 

平成２９年度水洗便所等改造資金

助成金 

自 平成２９年４月 １日 

至 平成３１年３月３１日 
１，９００ 

平成２９年度浄化槽雨水貯留施設

転用補助金 

自 平成２９年４月 １日 

至 平成３１年３月３１日 
１５０ 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 
限 度 額 

（単位 千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

流域関連公共 

下水道事業 
１，４９８，５００ 

証書借入 

又は 

証券発行 

5.0 ％ 以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる政

府資金及び地

方公共団体金

融機構資金に

ついて、利率の

見直しを行っ

た後において

は、当該見直し

後の利率） 

政府資金及び地方

公共団体金融機構資

金については、その融

通条件により、銀行そ

の他の場合には、その

債権者との協定によ

るものとする。 

ただし、財政の都合

により据置期間及び

償還期限を短縮し、又

は繰上償還若しくは

低利に借換えするこ

とができる。 

宇治・中村特環 

公共下水道事業 
１８，０００ 

流域下水道事業 ５３５，１００ 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 営業費用 

（２） 営業外費用 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（単位 千円） 

項      目 予    定    額 

（１） 職 員 給 与 費 ２７１，１７４ 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道使用料軽減措置等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

５８２，８３０千円である。 
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伊勢市告示第 26 号 

 

   市道の路線の認定について 

 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 8 条の規定により、次のように市道

の路線を認定しました。 

 その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において一般の縦覧に供しま

す。 

平成 29 年３月 31 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

路線名 
起   点 重要な 

経過地 
備考 

終   点 

外宮参道線 
本町 484 番地先 

  
本町 121 番 13 地内 

小俣明野 28－23

号線 

小俣町明野 478 番３地先 
  

小俣町明野 478 番６地先 

馬瀬 28－24 号線 
馬瀬町 616 番２地先 

  
馬瀬町 616 番３地先 
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伊勢市告示第 27 号 

 

道路の区域の決定について 

  

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１項の規定により、次のよ

うに道路の区域を決定しました。 

その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において一般の縦覧に供しま

す。   

平成 29 年３月 31 日 

                 伊勢市長  鈴 木 健 一     

 

 

道路の種類 路 線 名 
敷地の幅員 

   ﾒｰﾄﾙ 

延 長 

  ﾒｰﾄﾙ 

市 道 外宮参道線 9.9 ～ 86.0 378 

市 道 小俣明野 28－23 号線 6.0 ～ 13.0 54 

市 道 馬瀬 28－24 号線 4.0 ～ 6.8 75 
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伊勢市告示第 28 号 

 

道路の供用開始について 

 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第２項の規定により、次のよ

うに道路の供用を開始します。 

 その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。 

 

  平成 29 年３月 31 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

外宮参道線 
本町 484 番地先     

本町 121 番 13 地内 
平成 29 年３月 31 日 

小俣明野 28－23 号

線 

小俣町明野 478 番３地先 

小俣町明野 478 番６地先 
平成 29 年３月 31 日 

馬瀬 28－24 号線 
馬瀬町 616 番２地先 

馬瀬町 616 番３地先 
平成 29 年３月 31 日 
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伊勢市告示第 29 号 

 

 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 411 条第１項の規定により、平成

29 年度分の固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しましたので、同

条第２項の規定により、告示します。 

 

   平成 29 年３月 31 日 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市告示第 30 号 

 

伊勢市人事行政の運営等の状況について 

 

 伊勢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17 年伊勢市条

例第 216 号）第６条の規定に基づき、本市の人事行政の運営等の状況を、

次のとおり公表します。 

 

  平成 29 年３月 31 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     
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平成28年度 伊勢市の人事行政の運営等の状況について

　「伊勢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」（平成17年伊勢市条例第216号）の規定
 に基づき、伊勢市職員の給与や部門別職員数などを公表します。

　※なお、国・類似団体等の比較資料が提供されていませんので、現在は空白になっております。
　　資料が提供され次第、掲載いたします。

１　総括
(1) 人件費の状況（一般会計決算）

(2) 職員給与費の状況（一般会計決算）

　　　　　計　　　　　Ｂ

（注）１　職員手当には退職手当及び退職手当組合負担金を含みません。

      ２　職員数は、平成27年4月1日現在の人数です。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が

　　　　　含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

(3) ラスパイレス指数の状況（平成28年4月1日現在）

区　　分
住民基本台帳人口 歳　出　額　 実質収支 人　件　費 人件費率 （参考）

（平成28年1月1日） 　　　　　　Ａ

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 Ｂ／Ａ

129,764 48,917,461 2,046,584 7,720,102 15.8 18.0

　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 平成26年度人件費率

27年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

3,537,867 725,826 1,344,716 5,608,409 5,929

一人当たり給与費

27年度
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

946

区　分
職員数 給　　与　　費 一人当たり給与費 （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を
　　　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　　３　平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値です。

H28.4.1
99.2

H28.4.1

未公表
H28.4.1
99.1

H25.4.1
99.0

H25.4.1
99.2 H25.4.1

98.5

H26.4.1
99.3

H26.4.1
99.6

H26.4.1
98.6

H27.4.1
99.1

H27.4.1
99.5

H27.4.1
98.7

90

95

100

105

110

伊勢市 類似団体平均 全国市平均
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(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

［　実施　　未実施］

②その他の見直し内容

２　一般行政職給料表の状況（平成28年4月1日現在）
（単位：円）

３　一般行政職給料表の状況（平成28年4月1日現在）

(１) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成28年4月1日現在）

　　 ①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

317,000 361,300

最高号給の
給料月額

246,100 303,000 348,800 379,800 391,800 409,000 443,700

１号給の
給料月額

140,100 190,200 226,400 259,900 286,200

８級

国 ―

伊勢市 42.2 324,600 399,002 347,993

三重県 43.5 347,163 450,412 ―

406,900

467,400

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の

支給割合の見直し等に取り組むとされている。

（給料表の改定実施時期） 平成２７年４月１日

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。

激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

歳 円 円 円

　　 ②技能労務職

（注）１　「平均給料月額」とは、平成28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての　　　　　 

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の　　　

　　　　手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

　　　３　伊勢市・三重県・国・類似団体については、正規職員の人数及び平均データです。　

類似団体

うち用務員 53.3歳 11人 345,900円 364,172円 356,009円

伊勢市 50.6歳 113人 334,900円 364,124円 344,558円

区　　分
平均
年齢

職員数 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

三重県 50.6歳 ― 351,193円 409,230円 ―

うち学校
給食調理員

50.7歳 20人 332,700円 346,140円 334,330円

うち清掃職員 50.0歳 47人 336,100円 379,015円 350,631円

類似団体

国 ―
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(２) 職員の初任給の状況（平成28年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(３) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成28年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成28年4月1日現在）

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

（注） 伊勢市 給与条例に基づく給料表 級区分による職員数 す

区　　　分 伊勢市 三重県 国

一般行政職
大　学　卒 183,300 189,200 181,200

高　校　卒

消　防　職
大　学　卒 196,000 － －

高　校　卒 166,100 － －

154,300 154,900 144,600

技能労務職 高　校　卒 151,500 154,900 －

224,500 268,775 305,700

技能労務職
高　校　卒 224,300 267,400 291,800

中　学　卒 －

区　　　         分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職
大　学　卒 252,600 294,000 343,950

高　校　卒

１　級 　職　員 22 4.7

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

261,900 282,900

４　級 　係　長 99 21.3

３　級 　主　事 179 38.6

２　級 　職　員 50 10.8

８　級 　部　長 12 2.6

６　級 　課　長 57 12.3

５　級 　課長補佐 31 6.7

　合　計 464 100.0

７　級 　次　長 14 3.0

（注）１　伊勢市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(２) 昇給への勤務成績の反映状況

　職員の昇給は、昇給日前１年間にかかる当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位
にある者の証明（意見等）を得て行うこととしています。

1級 4.7% 1級 4.9% 1級 1.9%2級 10.8% 2級 10.3%
2級 9.2%

3級 38.6% 3級 40.4%
3級 43.6%

4級 21.3% 4級 22.0% 4級 21.5%

5級 6.7% 5級 4.4% 5級 7.7%

6級 12.3% 6級 13.6% 6級 11.7%
7級 3.0%

7級 4.4%
7級 4.4%8級, 2.6%
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５　職員の手当の状況

(１) 期末手当・勤勉手当(一般会計)

千円 千円

（27年度支給割合） （27年度支給割合） （27年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　 　 5～20％ 　・役職加算　 　 5～20％

　・管理職加算　15～25％ 　・管理職加算　15～25％

（注）　(　)内は、再任用職員に係る支給割合です。

　【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(２) 退職手当（平成28年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　（自己都合）

（定年ほか）

（注）１　旧三町村職員については三重県市町総合事務組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成27年度の状況を掲載しています。

( ) 地域手当（平成 年 月 現在）

1,398 1,656

2.60 1.60 2.60 1.60

伊　勢　市 三重県 国

１人当たり平均支給額（平成27年度） １人当たり平均支給額（平成27年度） －

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　　　応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　   　　  応募認定・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　平成２５年１２月分から管理職員を対象に勤務評定を実施し、手当に反映している。

伊　勢　市 国

2.60 1.60
1.45 0.75 1.45 0.75 1.45 0.75

49.59 49.59 49.59 49.59

2,950千円　

19,338千円　

29.145 34.5825 29.145 34.5825
41.325 49.59 41.325 49.59

(３) 地域手当（平成28年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

支給実績（平成27年度決算） 1,829

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 261

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

六級地（三重県津市） 6 6 6

一級地（東京都特別区） 20 1 20
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（４）特殊勤務手当（平成28年4月1日現在）

千円

　円

　％

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

税務等調査交渉従事手当
課税・収税・福祉関係・用地交渉
担当職員

滞納整理・検税・福祉調査
・用地交渉業務

滞納整理・用地交渉　日額400円
　その他　日額300円

支給職員１人あたり平均支給年額（平成27年度決算） 36,238
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度） 36.9
手当の種類（手当数） 9種類

支給実績（平成27年度決算） 27,831

危険業務従事手当
産業支援課職員
維持課職員

・毒劇物の取扱業務
・高所・深所の特殊現場の
　作業
・他者から危害を受けた場合

毒劇物取扱　　 日額　200円
危険場所作業　日額　400円

身体に危害を受けた 場合
１件　3,000円

変則勤務手当 保育所（園）の職員
正規の勤務時間が早番に
割り振られた場合

7時30分以前に出務
日額　300円

清掃業務等従事手当 環境課・清掃課職員
廃棄物の収集、運搬業務
及び分別業務、
し尿浄化槽検査

廃棄物の収集運搬・し尿浄化槽
検査　　　　　　　　　日額　500円
上記ほか分別、処分作業に従事
した場合　　　　　　日額　1,050円

公害、防疫業務従事手当 環境課・農林水産課職員 公害・汚水検査、消毒業務
公害・汚水検査 日額　300円
消毒・噴霧作業 日額　500円

行旅病人、同死亡人
取扱手当

生活支援課職員
身元不明病人の救護及び死亡
人の葬送業務

病　 人　１件　3,000円
死亡人　１件　6,000円

心身障害児通園施設
勤務手当

おおぞら児童園職員 おおぞら児童園で勤務した場合 日額　200円

災害時の招集　   日額　1,000円
災害時屋外作業 日額 1 200円

消防手当 消防職員

救急業務に従事した場合
消防業務に緊急出動した場合

１回につき　300円

正規の勤務時間が深夜に割り振
られた場合（22：00～5：00）

１回につき　400円

救急救命士が救急業務を
行った場合

日額　300円

（注）同一の手当で「日額」と記載があるものの重複支給はありません。

（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 403
支給実績（26年度決算） 329,166

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算） 386

災害時出動手当 全職員
災害時の招集、作業、罹災
世帯の調査、死亡者の収容

災害時屋外作業  日額　1,200円
災害調査員　　  　日額　　400円
行方不明者捜索  日額　2,000円
死体収容作業　   日額　6,000円

支給実績（27年度決算） 342,455
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（６）その他の手当（平成28年4月1日現在）

千円 円

千円 円住居手当

◎借家・借間
・家賃12,000円以下
　支給無し
・12,001円～23,000円以下
　支給額（家賃－12,000円）
・23,001円～55,000円未満
　支給額（家賃－23,000円）
     ×1/2＋11,000円
・55,000円以上
　支給額　27,000円

同じ
39,341 307,352

扶養手当

・配偶者　　　　　13,000円
・配偶者以外の扶養親族
　１人 　　　　　　　6,500円
・配偶者のない場合の
  １人目　  　　　11,000円
・16～22歳の子、孫に対し
　　　　　　　 5,000円加算

同じ 109,512 261,990

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（27年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（27年度決算）

69,429 円

交通用具（自転車等）
利用者
2ｋｍ未満　　　　支給無し
2～3ｋｍ未満　 　2,500円
3～4ｋｍ未満 　　3,500円
4～5ｋｍ未満 　　4,300円
5～6ｋｍ未満 　　4,600円
6～7ｋｍ未満 　　4,900円
7～8ｋｍ未満 　　5,200円
8～10ｋｍ未満   5,500円
10～15ｋｍ未満  7,600円
15～20ｋｍ未満  9,000円
20～25ｋｍ未満 10,400円
25～30ｋｍ未満 11,800円
30 35ｋ 未満 13 200円

異なる

交通用具利用者
2ｋｍ未満…支給無し
2～5ｋｍ未満
…2,000円
5～10ｋｍ未満
…4,200円
10～15ｋｍ未満
…7,100円
15～20ｋｍ未満
…10,000円
20～25ｋｍ未満
…12,900円
25～30ｋｍ未満
…15,800円
30～35ｋｍ未満
…18,700円
35～40ｋｍ未満

21 600円

通勤手当

公共交通機関利用者
定期券相当分支給
（支給限度額55,000円）

同じ

52,488 千円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

休日給
・休日に勤務が割り振られ
たとき（消防職員のみ）
・時間外勤務単価×135/100

同じ 60,784 490,194

30～35ｋｍ未満 13,200円
35～40ｋｍ未満 14,600円
40～45ｋｍ未満 15,900円
45～50ｋｍ未満 17,700円
50～55ｋｍ未満 19,500円
55～60ｋｍ未満 21,300円
60ｋｍ以上　　　 23,100円

…21,600円
40～45ｋｍ未満
…24,400円
45～50ｋｍ未満
…26,200円
50～55ｋｍ未満
…28,000円
55～60ｋｍ未満
…29,800円
60ｋｍ以上…31,600円

57,068 600,716

管理職員
特別勤務手当

（管理職員が休祝日に勤務を命ぜ
られたとき）
・課長職１回　7,000円
・部長職１回　8,500円
（管理職員が休祝日以外の日の深
夜に災害等により勤務を命ぜられ
たとき）
・課長職１回　3,500円
・部長職１回　4,300円
（6時間超の場合は150/100を乗じ
る）

異なる

（休祝日）
・１種　12,000円　・２種
10,000円　・３種
8,500円　・４種　 7,000
円　　　・５種　 6,000円
（休祝日以外の日）
・１種　6,000円　・２種
5,000円　・３種　4,300
円　・４種　 3,500円　・
５種　 3,000円
（6時間を超えた場合は
150/100を乗じる）

6,018 55,722

管理職手当

・部長
　　月額　69,000円
・次長・参事
　　月額　55,000円
・課長
　　月額　49,000円
・副参事
　　月額　40,000円

異なる

・給料月額に対する
　支給割合
７級（伊勢部長級）
・2種　88,500円
・3種　77,400円
・4種　66,400円
6級（伊勢課長級）
・3種　72,700円
・4種　62,300円
・5種　51,900円

夜間勤務手当
・22：00～5：00の間に勤務が割り
振られたとき
・時間外勤務単価×25/100

同じ 28,500 191,275
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６　特別職の報酬等の状況（平成28年4月1日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

７　職員数の状況

 (１) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年4月1日現在）

議　　　　員 448,000

教　育　長 678,000

報
酬

議　　　　長 564,000

副　議　長

区　　　分 給　　料　　月　　額　　等

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

市　　　　長 1,006,000

副　市　長 780,000

副　議　長 3.15

議　　　　員 3.15

期
末
手
当

市　　　　長 　　（平成27年度支給割合） 4.2

教　育　長 4.2

議　　　　長 　　（平成27年度支給割合） 3.15

506,000

副　市　長 4.2

155 8

　　　　　　　　区　　分
部　　門

職　　　員　　　数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成28年 平成27年

退
職
手
当

　　（算定方式） 　（支給時期）

市　　　長 　450/100×在職年数×給料月額 　　任期毎

教　育　長 　200/100×在職年数×給料月額 　　任期毎

副　市　長 　280/100×在職年数×給料月額 　　任期毎

税 務 46 47 ▲ 1
一

議　　　会 7 7 0
総　　　務 163

農林水産 23 24 ▲ 1
商　　　工 32 30 2

衛　　　生 90 95 ▲ 5
労　　　働 2 2 0

税　　　務 46 47 ▲ 1
民　　　生 204 199 5

4
小　　　計 303 303 0

 　特
 　別
 　行部
 　政門

教　　　育 103 107 ▲ 4 ・業務の見直し、効率化、退職者の補充抑制などに
よる減
・消防体制強化による増消　　　防 200 196

土　　　木 84 84 0
小　　　計 651 643 8

般

行

政

部

門

・サミット関連事業・福祉業務・商工業務の増による
増
・業務の見直し、効率化、退職者の補充抑制、組織
の見直しなどによる減

下 水 道 32 35 ▲ 3
そ の 他 41 42 ▲ 1

　 公
　 営
　 企会
　 業計
　 等部
　 　 門

病　　　院 357 357 0

・水道業務増による増
・業務見直し、効率化などによる減

水　　　道 37 35 2

（注）1　職員数には、伊勢広域環境組合派遣職員の人数は含まれていません。

小　　　計 467 469 ▲ 2
合　         　計 1,421 1,415 6
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(２) 年齢別職員構成の状況（平成28年4月1日現在）

　

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～

人 人 人人 人 人 人 人 人人 人 人 人
職員数

51歳 55歳 59歳 以上

0

5

10

15

2
0
歳
未
満

2
0
｜
2
3

2
4
-
2
7

2
8
-
3
1

3
2
-
3
5

3
6
-
3
9

4
0
-
4
3

4
4
-
4
7

4
8
-
5
1

5
2
-
5
5

5
6
-
5
9

6
0
歳
以
上

構成比%

(３) 職員数の推移

（単位 ： 人 ・ ％ ）

　　（注） 1　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

一般行政 676 657 640 641 643 651 ▲ 25 (▲ 3.7%)

8 55 100 127 140 199 179

　　　　　　　　　年　度
　部門別

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
過去5年間

の増減数（率）

188 139 142 140 4 1,421
職員数

教育 138 131 123 119 107 103 ▲ 35 (▲ 25.4%)

消防 189 189 189 189 196 200 11 (5.8%)

総合計 1,442 1,411 1,390 1,397 1,415 1,421 ▲ 21 (▲ 1.5%)

普通会計計 1,003 977 952 949 946 954 ▲ 49 (▲ 4.9%)

公営企業等会計計 439 434 438 448 469 467 28 (6.4%)
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８　公営企業職員の状況

(１)　水道事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）資本勘定支弁職員の職員給与費60,280千円は含みません。

（注）１ 職員手当には、退職手当及び退職手当組合負担金を含みません。

      ２ 職員数は、平成28年3月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成28年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

(注)　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

一人当たり給与費

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

27年度 2,224,138 488,883 243,513 10.9 11.2

職員数 （参考）類似団体平均

　　　　　　区　　分

伊勢市 46.10 342,788 525,267

伊　勢　市（水道事業） 伊　勢　市（一般会計）

平均年齢 基本給 平均月収額

団体平均

１人当たり平均支給額（平成27年度） １人当たり平均支給額（平成27年度）

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 　　26年度の総費用に

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

区分
給　　与　　費 一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ

27年度 38人 149,874 22,088 57,987 229,949 6,051

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　B

千円

（平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合）

　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　5～15％

（注）１　（）内については、再任用職員（再任用短時間勤務職員を含む）の標準的な支給割合を記載しています。

　（参考）　勤勉手当への勤務実績の反映状況

イ　退職手当（平成28年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　（自己都合） １人当たり平均支給額　　　（自己都合）

（勧奨・定年） （勧奨・定年）

（注）１　旧三町村職員については三重県市町総合事務組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成27年度の状況を掲載しています。

平成２５年１２月分から管理職員を対象に勤務評定を実施し、手当に反映している。

伊　勢　市（水道事業） 伊　勢　市（全体）

20.445 25.55625 20.445 25.55625

1,526 1,398千円

49.59 49.59 49.59 49.59

19,694千円　 19,338千円　

退職者なし 2,950千円　

計 2.6（1.45） 1.6（0.75） 計 2.6（1.45） 1.6（0.75）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     　　勧奨・定年

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59 41.325 49.59

487 



ウ　特殊勤務手当（平成28年4月1日現在）

千円

　円

　％

同上 夜間工事に従事した場合

同上

同上

エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

在

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 27,241

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 68.4

手当の種類（手当数）

支給実績（27年度決算） 1,035

5種類

停水処分に従事した場合

滞納整理業務を行った場合 日額　　400円

検針・集金作業業務に従事
した場合

日額　　300円

１回につき　2,200円

日額　　300円

深所・傾斜地・高所の業務 日額　　400円

危険薬剤、機器に従事する
職員

月額　 2,500円

身体に危害を受けた場合 １件につき　3,000円

正規の勤務時間が休日、早番、
遅番に該当した場合

日額　　400円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

調査交渉従事手当 水道職員

日額　　400円

夜間工事従事手当

危険業務従事手当 同上

道路上の配管・修繕工事

変則勤務手当

支給実績（27年度決算） 8,802

清掃業務等従事手当
廃棄物の収集、運搬、処分に従
事した場合

日額　　500円

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 251

支給実績（26年度決算） 9,388

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算） 276

オ　その他の手当（平成28年4月1日現在）  

円

円

円

円

円

住居手当 一般会計に同じ 1,426 千円 356,400

通勤手当 一般会計に同じ 32,238 千円 1,039,939

管理職手当 一般会計に同じ 1,914 千円 637,930

管理職員特別勤務手当 一般会計に同じ 72 千円 23,833

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（27年度決算）

支給職員１人当たり

扶養手当 一般会計に同じ 5,616 千円 215,981

平均支給年額
（27年度決算）
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(２)　下水道事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）資本勘定支弁職員の職員給与費 102,058千円は含みません。

（注）１ 職員手当には、退職手当及び退職手当組合負担金を含みません。

      ２ 職員数は、平成28年3月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成28年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

(注)　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

27年度

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 　　26年度の総費用に

3,239,973 131,110 188,238 5.8 7.2

区分
職員数 給　　与　　費 一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ

（参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　B 一人当たり給与費

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

27年度 33人 120,090 19,444 46,991 186,525 5,652

　　　　　　区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

伊勢市 40.11 324,564 491,356

団体平均

伊　勢　市（下水道事業） 伊　勢　市（一般会計）

１人当たり平均支給額（平成27年度） １人当たり平均支給額（平成27年度）

1,424千円 1,398千円

　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　5～15％

　（参考）　勤勉手当への勤務実績の反映状況

イ　退職手当（平成28年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　（自己都合） １人当たり平均支給額　　　（自己都合）

（勧奨・定年） （勧奨・定年）

（注）１　旧三町村職員については三重県市町総合事務組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成27年度の状況を掲載しています。

計 2.60 1.60 計 2.60 1.60

41.325 49.59 41.325 49.59

49.59 49.59 49.59 49.59

平成２５年１２月分から管理職員を対象に勤務評定を実施し、手当に反映している。

伊　勢　市（下水道事業） 伊　勢　市（全体）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     　　勧奨・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625

29.145 34.5825 29.145 34.5825

2,973千円　 2,950千円　

退職者なし 19,338千円　
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ウ　特殊勤務手当（平成28年4月1日現在）

千円

　円

　％

400円

500円

500円

エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

オ　その他の手当（平成28年4月1日現在）  

円242,896

400円

日額

日額

支給実績（27年度決算） 6,767

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 233

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 21.2

手当の種類（手当数）

支給実績（27年度決算） 23

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 3,214

5種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

5,830 千円

事業の用に供する土地若しくは建築物の取
得等若しくはこれらに伴う物件の移転又は
事業の施行により生ずる損失の補償に係る
当該土地若しくは建築物の所有者等又は
被補償者等との交渉事務に従事したとき

清掃業務等従事手当 同上

廃棄物の収集若しくは運搬、溝渠の清掃又
は汚土の運搬若しくは処分の作業に従事し
たとき

下水道法の規定による立入検査に従事し
たとき

支給実績（26年度決算） 8,619

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算） 287

調査交渉従事手当 下水道職員

庁外において、滞納整理事務に直接従事
したとき

日額

日額

（27年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（27年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

扶養手当 一般会計に同じ

円

円

円

円

住居手当 一般会計に同じ 1,503 千円 214,714

管理職手当 一般会計に同じ 2,493 千円 623,243

管理職員特別勤務手当 一般会計に同じ 33 千円 8,250

通勤手当 一般会計に同じ 2,794 千円 96,333
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(３)　病院事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費32,352千円を含まない。

（注）１ 職員手当には、退職手当及び退職手当組合負担金を含まない。

      ２ 職員数は、平成28年３月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成28年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

(注)　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 　　26年度の総費用に

Ａ  

650,404

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

27年度 6,181,213 211,698 3,688,415 59.7 43.8

区分
給　　与　　費 一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ

68.0 2,150,052事業者

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

27年度 355人 1,362,727 538,830 2,551,961 7,189

伊　勢　市（病院事業） 伊　勢　市（一般会計）

１人当たり平均支給額（平成27年度） １人当たり平均支給額（平成27年度）

1 522千円 1 398千円

（参考）類似団体平均

期末・勤勉手当 　　計　　B 一人当たり給与費

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

伊勢市
（病院事業）

医　師 43.0 543,408 1,446,468

看護師 41.4 309,739 472,011

事務職 39.5 316,542 489,277

千円　

職員数

（平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合）

　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　5～15％

（注）　(　)内は、再任用職員に係る支給割合である。

　（参考）　勤勉手当への勤務実績の反映状況

イ　退職手当（平成28年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　（自己都合） １人当たり平均支給額　　　（自己都合）

（応募認定・定年） （応募認定・定年）

（注）１　旧三町村職員については三重県市町総合事務組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成27年度の状況を掲載しています。

49.59 49.59 49.59 49.59

41.325 49.59 41.325 49.59

17,891千円　 19,338千円　

2.60 1.60 2.60 1.60
計 （1.45） （0.75） 計

1,522千円 1,398千円

（1.45） （0.75）

平成２５年１２月分から経営推進部管理職員等を対象に勤務評定を実施し、手当に反映している。

伊　勢　市（病院事業） 伊　勢　市（全体）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　応募認定 ・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     　応募認定・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625

29.145 34.5825 29.145 34.5825

885千円　 2,950千円　
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ウ　地域手当（平成28年4月1日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成28年4月1日現在）

支給実績（27年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 　％

手当の種類（手当数）

966,930

100.0

15種類

医師研究手当 医師及び歯科医師
医学の調査及び研究に従事する
医師及び歯科医師

月額　180,000円

医療業務手当

345,194

支給実績（平成27年度決算） 41,636

支給職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 905,125

支給対象 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

医　師 16 46 0

薬剤師 調剤等業務に従事した場合 日額　500円

臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練
士、看護師及び准看護師

臨床検査、臨床工学、視能訓
練、手術、人工透析業務に従事
した場合

日額　400円

助産師 助産師業務に従事した場合 日額　400円

一般事務員、医療相談員、診療情報管理
士、一般技術員、栄養士、看護補助者及び
調理師

病院業務に従事した場合 月額　3,000円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

医師確保手当 医師及び歯科医師 医師及び歯科医師 月額　200,000円

医師診療手当 医師及び歯科医師

副院長
理事、医療部長、健診センター長
及び医療技術部長
科部長及び科副部長
医長及び医員

月額　140,000円
月額　130,000円

月額　120,000円
月額　 70,000円

医師、診療放射線技師、その他放射線業務
に従事する職員

放射線照射業務に従事した場合 日額　400円

助産師 分娩業務に従事した場合 分娩１件に付き　　　　　　400円

放射線取扱手当

分娩業務手当

解剖業務手当

死体処理手当

夜間看護手当 助産師、看護師及び准看護師
正規の勤務時間が深夜に割り振
られた場合
（午後10時から翌日午前５時）

深夜の勤務時間が2時間未満
　　　　　　　　勤務1回　2,200円
深夜の勤務時間が2時間以上
　　　　　　　　勤務1回　3,300円

医師及び歯科医師

待機1回につき、1,200円。ただし、
次の各号に掲げる場合にあって
は、当該各号に定める待機１回に
つき10,000円
(1)　当該月に当番日（休日及び夜
間において入院治療を必要とする
重症救急患者の医療を確保するた
め、地域内の病院群が共同連帯し
て輪番制方式により行う事業の実
施日をいう。以下同じ。）の宿日直
勤務が無い場合であって、当番日
に１月当たり３回以上待機したとき
３回目以降の当番日の待機
(2)　当該月に当番日の宿日直勤
務が１回の場合であって、当番日
に１月当たり２回以上待機したとき
２回目以降の当番日の待機
(3)　当該月の当番日の宿日直勤
務が２回以上の場合であって、当
番日に待機したとき
当番日の待機

一般事務員、医療相談員、診療情報管理
士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技
師、助産師、看護師及び准看護師

待機1回につき　1,200円

待機手当
救急患者等に対処するため、

自宅等で待機をした場合

医師及び臨床検査技師 死体の解剖業務に従事した場合 死体１体につき　　　　　3,000円

看護師、准看護師及び看護補助者
死体の清拭等業務に従事した場
合

死体１体につき　　　　　　500円

解剖死体搬送手当 死体の搬送に従事した職員 死体の搬送に従事した場合 搬送１回に付き　　　　　1,500円

492 



オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（平成28年4月1日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（27年度決算） 132,707

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 398

支給実績（26年度決算） 132,388

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算） 412

健診センター職員

看護部の職員

救急診療手当 医師
当直中に救急患者の診療に従事
した場合

患者1人につき　　　　　　3,000円

職員 職員が身体に危害を受けた場合

管理職である医師
正規の勤務時間外に救急医療等
の業務に従事した場合

変則勤務手当

土曜日に人間ドック業務に従事し
た場合

日額　300円
早番又は遅番勤務に従事した場
合

栄養管理室に勤務する職員 早番勤務に従事した場合

危険業務従事手当 1件につき　　　　　　　　　3,000円

管理職緊急業務手当

１時間以上の勤務１回につき
　　　　　　　　　　　　　10,000円
6時間を超える勤務1回につき
　　　　　　　　　　　　　15,000円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（27年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（27年度決算）

扶養手当 一般会計に同じ 32,099 229,278

住居手当 一般会計に同じ 24,829 314,287

通勤手当 一般会計に同じ 24,216 81,810

・給料月額に対する支
給割合
医療職俸給表（一）
5級（伊勢副院長、医師

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円宿日直手当

・医師　1回      平日20,000円
                    休日25,000円
             月3回以上30,000円
・初期研修医　1回   20,000円
・その他職員　1回     5,900円

異なる
・医師　1回 20,000円
・その他病院職員
　　　　　1回　 5,900円

283,65619,005

管理職員特別勤務手当

・医師　1回          　10,000円
・その他管理職員
　　　           一般会計に同じ

同じ 36,832

管理職手当

・副院長　　　 　　    146,400円
・医師部長級　　　    90,000円
・その他管理職員
　          　　 一般会計に同じ

異なる

級（伊勢副院長、医師
部長級）
・1種 146,400円
行政職俸給表（一）
8級（伊勢市部長級）
・1種　116,800円
・2種　　94,000円
・3種　　82,200円
行政職俸給表（一）
７級（伊勢市次長級）
・2種　　88,500円
・3種　　77,400円
・4種　　66,400円
行政職俸給表（一）
6級（伊勢市課長級）
・3種　　72,700円
・4種　　62,300円
・5種　　51,900円

19,668 855,097

811

24,216夜間勤務手当 一般会計に同じ 167,005
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９　職員の人事評価の状況

（1）職員の人事評価の実施状況
　職員の能力・資質、業績、勤務態度等を把握して勤務評定を行い、昇任、配置転換等の人事管理を実施しています。

１０　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間

（2）休暇制度

１１　休業の状況

（1）育児休業の状況（平成28年4月1日現在）

19

0

19

　1日の勤務時間は、8時30分から17時15分までを基本とした週38時間45分勤務で、原則週休2日制と

 なっています。市民サービスの向上、業務の効率化などの目的で、勤務時間帯をずらしたり、交替制

 勤務としたりするなど、業務内容によって異なる勤務形態をとっています。

　休暇には大きく次の4つがあります。

①年次有給休暇：1年（暦年）あたり20日間与えられます。使用残日数があるときは、20日を限度と

　　　　　　　　して翌年に繰り越すことができます。

②病気休暇　　：病気療養に必要な期間（90日以内）について有給で与えられます。

③特別休暇　　：特定の事由がある場合に有給で与えられます。結婚休暇、忌引休暇、産前・産後休

　　　　　　　　暇、夏季休暇などがあります。

④介護休暇　　：家族の介護が必要な期間（連続する6月以内）について無給で与えられます。

区　　　分

市長部局など

教　　　育

合 計

育児休業

34

1

35

部分休業

１２　職員の分限及び懲戒処分の状況

（1）分限処分の状況（平成27年度）

維持することを目的として行う職員に対する不利益処分です。分限処分の種類には、免職、降任及

（2）懲戒処分の状況（平成27年度）

19

区　　　分 免　　職 降　　任 休　　職 合　　計

市長部局など 0 0 9 9

合　　　計 35

教　　　育 0 0 0 0

合　　　計 0 0 9 9

　分限処分は、疾病等のため、職員がその職責を十分に果たすことが出来ない場合に、公務能率を

び休職の3種類があります。

区　　　分 免　　職 停　　職 減　　給 戒　　告 合　　計

市長部局など 0 0 1 0 1

教　　　育 0 0 0 0 0

合　　　計 0 0 1 0 1

　懲戒処分は、職員が公務員としてふさわしくない非違行為を行った場合に、公務秩序を維持し、

その職員の責任を問うことを目的として行う職員に対する制裁措置をいいます。懲戒処分の種類に

は、免職、停職、減給及び戒告の4種類があります。
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１３　職員の服務の状況

　服務に関する基本原則の概要

１４　退職管理の状況

（1）退職管理の概要

１５　職員の研修の状況

（1）研修実施状況（平成27年度）

①市実施研修状況

基本原則 概　　　　要

職務専念義務
職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務を遂行しなければい

けません。

信用失墜行為の禁止
職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしてはい

けません。

営利企業等の従事制限
職員が営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合には

許可を受けなければいけません。

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。

守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

政治的行為の制限
職員は政党その他の政治団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止されて
います。

研　　　修　　　名 受講者数
実施日数

(カレッジは回数)

部長級研修 24 1

平成28年4月1日の改正地方公務員法等の施行により、営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に

関して、現職職員への働きかけが禁止されるなど、退職管理の適正化が図られることとなり、伊勢市において

も退職管理の適正化を確保を図っています。

課長級研修① 80 1

課長級研修② 78 1

課長級研修③ 74 1

保育所長研修 15 1

保育士研修（主任～一般） 78 1

課長補佐～主事級研修 330 1

一般・主事級研修 188 1

平成23年度新規採用職員研修
（消防体験研修）

5 5

平成26年度新規採用職員研修
（コミュニケーション研修）

16 1

新規採用職員研修（採用時研修） 30 5

新規採用職員研修（公務員倫理） 21 1

新規採用職員研修（総合案内研修） 21 1

新規採用職員研修（ごみ資源収集体験研修） 23 1

新規採用職員研修（道路維持パトロール研修） 21 1

新規採用職員研修（福祉施設体験研修） 23 1

目からうろこ研修① 184 1

目からうろこ研修② 111 1

庶務事務研修 128 1

人事評価者研修 328 1

技能労務職研修 122 1

セクシュアル・ハラスメント防止研修 147 1

政策立案研修 49 1

人材育成カレッジ 1,192 45

計 3,288
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②派遣研修

１６　職員の福祉及び利益の保護の状況

（1）健康に関すること
　労働安全衛生法に基づき、職場における職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、

安全衛生委員会の開催、健康診断等の安全衛生事業を実施しています。

　地方公務員法第42条に定められる厚生制度を実施するため、職員の福利厚生として健康増進に対して助成しています。

　 補助対象事業

（2）その他の福利厚生

　公務災害補償については、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、共済制度については、

地方公務員等共済組合法に基づき三重県市町村職員共済組合がそれぞれ主体となり制度を実施しています。

１７　公平委員会の報告

　公平委員会の業務の状況（措置要求、不服申立て）
①職員は給与等勤務条件に関して当局が適当な措置を講じるよう公平委員会に要求することができます。
②職員は 懲戒その他意に反する不利益な処分に関して 公平委員会に不服の申立てをすることができます

派　　遣　　先 派遣人数

市町総合事務組合 76

自治大学校 1

市町村アカデミー 3

国際文化アカデミー 4

日本経営協会（NOMA） 17

三重県地方自治研究センター 20

その他研修 20

合　　　　　計 141

事業の内容
補助金

(平成27年度決算)

健康増進福利厚生経費
　職員の健康不安を取り、安心して職務に取り組む環境をつくるため、人間
ドック及び脳ドック等にかかる経費の一部を助成しています。

6,238千円

②職員は、懲戒その他意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申立てをすることができます。

　公平委員会の業務の状況（平成27年度実績）

勤務条件に関する措置の要求 0

不利益処分に関する不服申立て 0

業　務　の　種　別 件　数
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伊勢市告示第 31 号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 231 条の２第６項の規定により

次のとおり伊勢市ふるさと応援寄附金の指定代理納付者を指定したので、

伊勢市会計規則（平成 17 年伊勢市規則第 42 号）第 21 条の３第２項の規定

により告示します。 

 

  平成 29 年３月 31 日 

 

       伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 指定代理納付者の指定を受けた者 

所在地 名称 

東京都千代田区紀尾井町１番３号 ヤフー株式会社 

 

２ 指定代理納付者に代理納付させる期間 

  平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで 
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伊勢市教育委員会告示第５号 

 

伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。 

 

  平成 29 年３月 22 日 

 

                    伊勢市教育委員会 

                    教育長 北 村  陽 

 

記 

 

１ 日 時  平成 29 年３月 24 日（金）午後７時 00 分 

２ 場 所  伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 第１・２会議室 

３ 会議に付する事件  

   議案第 12 号  平成 29 年度幼稚園・小中学校教育方針について 

   議案第 13 号  伊勢市立図書館協議会委員の任命について 

   議案第 14 号  伊勢市立小中学校適正規模化・適正配置基本計画について 

   議案第 15 号  第２期伊勢市教育振興基本計画について 

   議案第 16 号  第２期伊勢市スポーツ推進計画について 

   議案第 17 号  伊勢市教育委員会公印規則の一部改正について 

   議案第 18 号  伊勢市教育委員会事務委任規則の一部改正について 

   議案第 19 号  伊勢市教育委員会事務局等処務規則の一部改正について 

   議案第 20 号  伊勢市二見生涯学習センター管理規則の一部改正について 

   議案第 21 号  伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の一部改正に

ついて 

   議案第 22 号  伊勢市やすらぎ公園プール条例施行規則の一部改正につい

て 
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   議案第 23 号  伊勢市立小中学校共同実施組織規程の一部改正について 

   議案第 24 号  伊勢市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

   議案第 25 号  伊勢市学校教職員安全衛生管理規程の一部改正について 

   議案第 26 号  伊勢市教育委員会文書管理規程の一部改正について 
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